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１．目的 

この要綱は、水道ＧＬＰ認定事務局（以下、「事務局」という）が認定水道水質

検査機関に対して、水道ＧＬＰ認定品質マニュアル(JWG-1001)の「７．12 認定証

及び認定マークの使用」に基づき認定証、認定マーク及び水道ＧＬＰバッジを利用

する場合の使用方法と注意事項を遵守させることを目的とする。 

 

２．認定マーク 

(1)認定マークの表示 

①認定マークは、図－１に示すようにロゴ部及び認定番号部で構成される。 
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（認定機関のロゴ） 

  

 

 認定マーク 

 

 

 

        JWWA-GLP×××          →  認定番号部  

図－1 

 

② マーク部の基本色は、青色とし、指定色印刷の場合はＤＩＣ－１８３、又は

４原色印刷の場合は、Ｃ９０＋Ｍ４０とする。 

サブカラーとして、黒色、灰色、金色、銀色の表示を認める。なお、マーク

部の文字は、地色との明瞭な対比をもたせて表示しなければならない。 

認定番号部は、黒色とする。 

③ 認定マークはロゴ部又は認定番号部の部分のみを使用することはできない。 

④ 認定マークは、縮小又は拡大して表示することができる。なお、必要な場合

には、マーク部の清刷りを事務局から提供する。 

(2)使用範囲 

① 認定水道水質検査機関は、認定を授与されている範囲内の水質検査項目の

検査結果だけを含む水質検査結果書においては，認定を引用又は認定マーク

を使用することができる。 

② 認定水道水質検査機関は、水質検査結果書の中に認定範囲外の水質検査項

目の検査結果及び下請負契約で行われた検査結果を含めることができるが、

この場合当該水質検査結果書において認定範囲内の項目と範囲外の項目を明

確に区別又は表示しなければならない。 

③ 認定水道水質検査機関は、この要綱記載の条件で、当該機関が発行する広報

物、説明書、宣伝用資料、封筒、レターヘッド及び名刺等に、認定の引用又は

認定マークを使用することができる。 
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３．水道ＧＬＰバッジ 

(1)水道ＧＬＰバッジは事務局が発行するものとし、認定水道水質検査機関の複製

は認めない。なお、水道ＧＬＰバッジの料金については「水道ＧＬＰ認定手数料

規則（JWG-4001）」に定める。 

(2)水道ＧＬＰバッジの使用範囲は、水道ＧＬＰの審査員及び認定水道水質検査機

関の水道ＧＬＰ要員とする。 

 

４．適用期間 

認定証、認定マーク及び水道ＧＬＰバッジは、認定の有効期間内においてのみ使

用することができる。 

 

５．使用上の制限 

(1)認定水道水質検査機関は認定範囲の水質検査項目のみが認定されていること

を主張できる。認定範囲外の水質検査項目についても認定がなされたと誤解を

与える可能性のある表現方法で認定証及び認定マークを利用してはならない。 

(2）水道ＧＬＰの不評判を招くような方法で認定を利用しないこと。また、認定に

関連して、誤解を招くか又は正当でないと事務局がみなすような表明を行わな

いこと。 

(3）事務局が認定水道水質検査機関の水質検査結果を認証していることを暗示す

るような方法で認定を利用しないこと。 

(4）認定水道水質検査機関が発行する証明書、報告書等において誤解を招くような

方法で認定証及び認定マークを利用しないこと。 

 

６．一時停止又は範囲縮小時の処置 

認定が一時停止された場合には、直ちに認定の引用を含む広報物その他の使用

を停止すること。また、認定範囲が縮小された場合、その縮小された認定範囲に対

しては、直ちに認定マークの使用を中止すること。 

 

７．使用違反の処置 

事務局は認定水道水質検査機関に対し、認定証、認定マーク及び水道ＧＬＰバッ

ジの使用違反が明らかになった場合は、認定委員会に諮り次の処置をとる。 

① 是正処置 

② 認定の取消し 

③ 認定の一時停止 

④ 違反の公表 

⑤ 必要に応じて他の法的手段 

 

［関連文書］ 水道ＧＬＰ認定手数料規則（JWG-4001） 

［使用様式］ なし 

 


